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(57)【要約】
【課題】ユーザに提示する番組のバリエーションを増加
させる。
【解決手段】番組推薦装置１は、ユーザの番組の視聴履
歴に基づいてユーザの番組の視聴状況を特定する特定部
１４２と、特定された視聴状況に基づいて、番組を推薦
する複数の推薦方式のいずれかを選択する選択部１４３
と、選択された推薦方式に基づいて、番組を推薦する推
薦部１４４と、を備える。推薦方式には、番組を提供す
る側が番組を推薦する第１方式が含まれており、特定部
１４２は、視聴履歴の量に基づいて、視聴状況が、ユー
ザが番組推薦装置１の利用を開始して番組を視聴し始め
た状況であるか否かを特定し、選択部１４３は、視聴状
況が番組推薦装置１の利用を開始して番組を視聴し始め
た状況であると特定部１４２が特定すると、第１方式を
選択する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの番組の視聴履歴に基づいて前記ユーザの番組の視聴状況を特定する特定部と、
　特定された視聴状況に基づいて、番組を推薦する複数の推薦方式のいずれかを選択する
選択部と、
　選択された推薦方式に基づいて、番組を推薦する推薦部と、
　を備える番組推薦装置。
【請求項２】
　前記推薦方式には、番組を提供する側が番組を推薦する第１方式が含まれており、
　前記特定部は、前記視聴履歴の量に基づいて、前記視聴状況が、前記ユーザが前記番組
推薦装置の利用を開始して番組を視聴し始めた状況であるか否かを特定し、
　前記選択部は、前記視聴状況が前記番組推薦装置の利用を開始して番組を視聴し始めた
状況であると前記特定部が特定すると、前記第１方式を選択する、
　請求項１に記載の番組推薦装置。
【請求項３】
　前記特定部は、前記視聴履歴に基づいて、前記推薦部により推薦された番組の視聴状況
を特定し、
　前記選択部は、推薦された番組が視聴されていないことを前記特定部が特定すると、当
該番組を推薦した推薦方式とは異なる推薦方式を選択する、
　請求項１又は２に記載の番組推薦装置。
【請求項４】
　前記推薦方式には、ユーザが過去に視聴した番組に類似する番組を推薦する第２方式が
含まれており、
　前記選択部は、前記視聴状況が前記番組推薦装置の利用を開始して番組を視聴し始めた
状況ではないと前記特定部が特定すると、前記視聴履歴の量が所定量以上の場合に前記第
２方式を選択する、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の番組推薦装置。
【請求項５】
　前記推薦方式には、複数のユーザの類似性に基づいて番組を推薦する第３方式が含まれ
ており、
　前記選択部は、前記推薦部が前記第２方式に基づいて番組を推薦している場合において
、前記視聴履歴を参照して前記第２方式に基づいて推薦された番組が視聴されていないこ
とを前記特定部が特定すると、前記第３方式を選択する、
　請求項４に記載の番組推薦装置。
【請求項６】
　前記選択部は、複数の推薦方式のそれぞれを選択した後の前記視聴履歴に基づいて、推
薦された番組が視聴される可能性が相対的に高い推薦方式を特定し、当該推薦方式を選択
する、
　請求項１から５のいずれか１項に記載の番組推薦装置。
【請求項７】
　前記選択部は、放送される番組の変化に基づいて、推薦方式を選択する、
　請求項１から６のいずれか１項に記載の番組推薦装置。
【請求項８】
　コンピュータにより実行される、
　ユーザの番組の視聴履歴に基づいて前記ユーザの番組の視聴状況を特定するステップと
、
　特定された視聴状況に基づいて、番組を推薦する複数の推薦方式のいずれかを選択する
ステップと、
　選択された推薦方式に基づいて、番組を推薦するステップと、
　を備える番組推薦方法。
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【請求項９】
　コンピュータを、
　ユーザの番組の視聴履歴に基づいて前記ユーザの番組の視聴状況を特定する特定部、
　特定された視聴状況に基づいて、番組を推薦する複数の推薦方式のいずれかを選択する
選択部、及び、
　選択された推薦方式に基づいて、番組を推薦する推薦部、
　として機能させる番組推薦プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、番組推薦装置、番組推薦方法及び番組推薦プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、テレビ番組等の各種コンテンツのうち、ユーザが視聴する可能性が高いコンテン
ツをユーザに提示することが行われている。例えば、特許文献１には、ユーザが視聴する
番組の視聴頻度を、当該番組に対応するキーワードごとに蓄積し、キーワードごとの視聴
頻度に基づいて、番組ごとのユーザの嗜好度を算出し、当該嗜好度に基づいて番組を提示
する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１８３６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に示す方法のように、ユーザの嗜好度に基づいて番組を提示する
ことを継続し続けると、ほとんど同じような番組が提示する番組として選択されてしまう
。そして、番組の提示機能をユーザが利用し続けると、ユーザは、ほとんど同じような番
組しか視聴しなくなり、ユーザが視聴したことがないものの、興味を示す可能性が高い番
組や、番組を提供する側がユーザに視聴してほしい番組が視聴されなくなってしまうとい
う問題が生じてしまう。
【０００５】
　そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、ユーザに提示する番組のバ
リエーションを増加させることができる番組推薦装置、番組推薦方法及び番組推薦プログ
ラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様に係る番組推薦装置は、ユーザの番組の視聴履歴に基づいて前記ユ
ーザの番組の視聴状況を特定する特定部と、特定された視聴状況に基づいて、番組を推薦
する複数の推薦方式のいずれかを選択する選択部と、選択された推薦方式に基づいて、番
組を推薦する推薦部と、を備える。
【０００７】
　前記推薦方式には、番組を提供する側が番組を推薦する第１方式が含まれており、前記
特定部は、前記視聴履歴の量に基づいて、前記視聴状況が、前記ユーザが前記番組推薦装
置の利用を開始して番組を視聴し始めた状況であるか否かを特定し、前記選択部は、前記
視聴状況が前記番組推薦装置の利用を開始して番組を視聴し始めた状況であると前記特定
部が特定すると、前記第１方式を選択してもよい。
【０００８】
　前記特定部は、前記視聴履歴に基づいて、前記推薦部により推薦された番組の視聴状況
を特定し、前記選択部は、推薦された番組が視聴されていないことを前記特定部が特定す
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ると、当該番組を推薦した推薦方式とは異なる推薦方式を選択してもよい。
　前記推薦方式には、ユーザが過去に視聴した番組に類似する番組を推薦する第２方式が
含まれており、前記選択部は、前記視聴状況が前記番組推薦装置の利用を開始して番組を
視聴し始めた状況ではないと前記特定部が特定すると、前記視聴履歴の量が所定量以上の
場合に前記第２方式を選択してもよい。
【０００９】
　前記推薦方式には、複数のユーザの類似性に基づいて番組を推薦する第３方式が含まれ
ており、前記選択部は、前記推薦部が前記第２方式に基づいて番組を推薦している場合に
おいて、前記視聴履歴を参照して前記第２方式に基づいて推薦された番組が視聴されてい
ないことを前記特定部が特定すると、前記第３方式を選択してもよい。
【００１０】
　前記選択部は、複数の推薦方式のそれぞれを選択した後の前記視聴履歴に基づいて、推
薦された番組が視聴される可能性が相対的に高い推薦方式を特定し、当該推薦方式を選択
してもよい。
　前記選択部は、放送される番組の変化に基づいて、推薦方式を選択してもよい。
【００１１】
　本発明の第２の態様に係る番組推薦方法は、コンピュータにより実行される、ユーザの
番組の視聴履歴に基づいて前記ユーザの番組の視聴状況を特定するステップと、特定され
た視聴状況に基づいて、番組を推薦する複数の推薦方式のいずれかを選択するステップと
、選択された推薦方式に基づいて、番組を推薦するステップと、を備える。
【００１２】
　本発明の第３の態様に係る番組推薦プログラムは、コンピュータを、ユーザの番組の視
聴履歴に基づいて前記ユーザの番組の視聴状況を特定する特定部、特定された視聴状況に
基づいて、番組を推薦する複数の推薦方式のいずれかを選択する選択部、及び、選択され
た推薦方式に基づいて、番組を推薦する推薦部、として機能させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ユーザに対して提示する番組のバリエーションを増加させることがで
きるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態に係る番組推薦装置の概要を示す図である。
【図２】本実施形態に係る番組推薦装置の構成を示す図である。
【図３】視聴履歴情報の一例を示す図である。
【図４】ディスプレイに表示されるメニュー画面の例を示す図である。
【図５】番組推薦装置において、推薦方式を選択する処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［番組推薦装置１の概要］
　図１は、本実施形態に係る番組推薦装置１の概要を示す図である。番組推薦装置１は、
例えば、ケーブルテレビを利用するユーザの自宅に設けられており、ケーブルテレビ放送
や地上デジタルテレビ放送等の放送信号を受信するセットトップボックスである。
【００１６】
　番組推薦装置１は、各種の放送信号を受信することにより、放送局やケーブルテレビ事
業者が放送する番組コンテンツ（以下、単に「番組」という。）を取得し、自身に接続さ
れているテレビ受信機等のディスプレイ２に表示させる。番組推薦装置１を利用するユー
ザには、番組推薦装置１が設置されている場所に同居する家族等が含まれるものとする。
例えば、４人家族の住宅に番組推薦装置１が設置されている場合、ユーザは家族４人であ
る。
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【００１７】
　本実施形態において、番組推薦装置１は、ユーザの番組の視聴履歴に基づいて、ユーザ
の番組の視聴状況を特定する（図１の（１））。ここで、視聴状況には、ユーザが、番組
推薦装置１の使用状況や、ユーザが番組を視聴したか否かを示す状況が含まれるものとす
る。番組推薦装置１は、特定した視聴状況に基づいて、番組を推薦する複数の推薦方式の
いずれかを選択する（図１の（２））。番組推薦装置１は、選択された推薦方式に基づい
て、ユーザに推薦する推薦番組を特定し、メニュー画面をディスプレイ２に表示させる際
に、当該推薦番組を表示させる（図１の（３））。
　このようにすることで、番組推薦装置１は、ユーザに対して提示する推薦番組のバリエ
ーションを増加させることができる。
　以下、番組推薦装置１の構成について説明する。
【００１８】
［番組推薦装置１の構成例］
　図２は、本実施形態に係る番組推薦装置１の構成を示す図である。
　番組推薦装置１は、入力部１１と、通信部１２と、記憶部１３と、制御部１４とを備え
る。
【００１９】
　入力部１１は、例えば、番組推薦装置１に設けられたボタンやリモコンであり、番組推
薦装置１のユーザから操作入力を受け付ける。
　通信部１２は、例えば、チューナーであり、各種の放送信号を受信することにより、当
該放送信号に対応する番組を取得する。また、通信部１２は、インターネット等の通信ネ
ットワークを介して、各種サーバと通信を行う。
【００２０】
　例えば、通信部１２は、通信ネットワークを介して、電子番組表（EPG：Electronic Pr
ogram Guide）を配信する配信サーバから電子番組表を受信する。電子番組表には、各チ
ャンネルにおける番組のスケジュールと、番組のジャンルと、番組の内容を説明する説明
情報とが含まれている。また、通信部１２は、ディスプレイ２と通信を行うとともに、番
組の録画を行う録画機器（不図示）と通信を行う。録画機器は、番組推薦装置１のユーザ
から番組の録画予約を受け付け、当該予約に応じて番組を予約するものとする。
【００２１】
　記憶部１３は、例えば、ＲＯＭ及びＲＡＭ等である。記憶部１３は、番組推薦装置１を
機能させるための各種プログラムを記憶する。例えば、記憶部１３は、番組推薦装置１の
制御部１４を、後述する記憶制御部１４１、特定部１４２、選択部１４３、推薦部１４４
及び消去部１４５として機能させる番組推薦プログラムを記憶する。
【００２２】
　ここで、番組推薦プログラムには、番組推薦装置１のユーザに番組を推薦する複数の推
薦方式に対応するプログラムが含まれている。ここで、複数の推薦方式には、第１方式と
、第２方式と、第３方式とが含まれている。第１方式は、番組を提供する側（例えば、ケ
ーブルテレビの事業者や放送事業者）が、番組を推薦する方式である。第２方式は、視聴
履歴情報に基づいてユーザが過去に視聴した番組に類似する番組を推薦する方式である。
第３方式は、異なる番組推薦装置１を使用する複数のユーザの類似性に基づいて番組を推
薦する方式である。これらの方式の詳細については後述する。
【００２３】
　また、記憶部１３は、通信部１２が受信した電子番組表と、ユーザが視聴した番組の履
歴を示す視聴履歴情報とを記憶する。図３は、視聴履歴情報の一例を示す図である。図３
に示すように、視聴履歴情報は、ユーザが番組の視聴を開始した時刻を示す視聴開始時刻
と、ユーザが番組の視聴を終了した時刻を示す視聴終了時刻と、ユーザが視聴した番組に
対応するチャンネルと、ユーザが視聴した番組を識別する番組ＩＤと、視聴種別とを含ん
でいる。視聴種別は、番組の視聴が放送中の番組の視聴であるか、録画された番組の視聴
であるかを示す情報である。
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【００２４】
　制御部１４は、例えばＣＰＵである。制御部１４は、記憶部１３に記憶されている各種
プログラムを実行することにより、番組推薦装置１に係る機能を制御する。制御部１４は
、記憶制御部１４１と、特定部１４２と、選択部１４３と、推薦部１４４と、消去部１４
５とを備える。
【００２５】
　記憶制御部１４１は、ユーザが視聴した番組に対応する視聴履歴情報を記憶部１３に記
憶させる。具体的には、記憶制御部１４１は、選択操作によって番組が選択されると、選
択された時刻を視聴開始時刻とするとともに、選択された番組に対応するチャンネルと、
選択された番組を識別する番組ＩＤと、視聴種別とを特定する。記憶制御部１４１は、入
力部１１が、チャンネルを切り替える操作、又は番組推薦装置１の電源をオフにする操作
を受け付けると、これまでにユーザが視聴していた番組の視聴が終了したと判定し、当該
操作を受け付けた時刻を当該番組の視聴終了時刻とする。そして、記憶制御部１４１は、
視聴開始時刻と、視聴終了時刻と、チャンネルと、番組ＩＤと、視聴種別とを関連付けて
視聴履歴情報として記憶部１３に記憶させる。
【００２６】
　特定部１４２は、ユーザの視聴履歴に基づいてユーザの番組の視聴状況を特定する。具
体的には、特定部１４２は、所定時間おき（例えば、１日おき）に記憶部１３に記憶され
ている視聴履歴情報の量が所定量未満であるか否かを判定することにより、番組の視聴状
況が、ユーザが番組推薦装置１の利用を開始して番組を視聴し始めた状況であるか否かを
特定する。特定部１４２は、視聴履歴情報の量が所定量未満である場合に、ユーザが番組
推薦装置１の利用を開始して番組を視聴し始めたと特定し、視聴履歴情報の量が所定量以
上である場合に、番組の視聴し始めではないと特定する。ここで、所定量は、例えば、１
カ月分の視聴履歴の量であるものとするが、ユーザが過去に視聴した番組を適切に分析で
きる量であれば、これに限らない。
【００２７】
　また、特定部１４２は、視聴履歴情報に基づいて、後述の推薦部１４４により推薦され
た番組の視聴状況を特定する。例えば、記憶部１３には、推薦部１４４により推薦された
番組を識別する番組ＩＤが記憶されており、特定部１４２は、当該番組ＩＤが視聴履歴情
報に含まれているか否かを判定することにより、推薦部１４４により推薦された番組が視
聴されたか否かを特定する。なお、特定部１４２は、推薦された番組の数と、視聴履歴情
報に含まれる当該番組の数との割合が所定値未満の場合に、推薦された番組が視聴されて
いないと判定してもよい。
【００２８】
　選択部１４３は、ユーザの番組の視聴状況に基づいて、番組を推薦する複数の推薦方式
のいずれかを選択する。
　具体的には、選択部１４３は、ユーザの番組の視聴状況が、番組推薦装置１の利用を開
始して番組を視聴し始めた状況であると特定部１４２が特定すると、第１方式を選択する
。また、選択部１４３は、ユーザによる番組の視聴状況が、番組推薦装置１の利用を開始
して番組を視聴し始めた状況ではないと特定部１４２が特定すると、第２方式を選択する
。
【００２９】
　ユーザの番組の視聴状況が、番組推薦装置１の利用を開始して番組を視聴し始めた状況
である場合には、記憶部１３に記憶されている視聴履歴情報の量が少なく、ユーザが過去
に視聴した番組に基づく分析を適切に行うことができない。これに対して、番組推薦装置
１は、ユーザが番組推薦装置１の利用を開始して番組を視聴し始めた状況である場合に、
番組を提供する側が番組を推薦する第１方式を選択するので、視聴履歴情報の量が少ない
場合であっても番組を推薦することができる。
【００３０】
　選択部１４３は、推薦部１４４によって推薦された番組が視聴されていないことを特定
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部１４２が特定すると、当該番組を推薦した推薦方式とは異なる推薦方式を選択する。具
体的には、選択部１４３は、推薦部１４４が第２方式に基づいて番組を推薦している場合
において、視聴履歴情報を参照して、第２方式に基づいて推薦された番組が視聴されてい
ないことを特定部１４２が特定すると、第３方式を選択する。
　このようにすることで、番組推薦装置１は、第２方式による番組の推薦の効果が小さい
場合に推薦方式を第３方式に切り替えて、番組の推薦の効果の改善を図ることができる。
【００３１】
　なお、選択部１４３は、複数の推薦方式のそれぞれを選択した後の視聴履歴に基づいて
、推薦された番組が視聴される可能性が相対的に高い推薦方式を特定し、当該推薦方式を
選択してもよい。具体的には、選択部１４３は、推薦方式が第２方式から第３方式に切り
替わってから所定時間経過した場合、又は、推薦方式が第１方式から第２方式に切り替わ
ってから所定時間経過しても第３方式に切り替わらなかった場合、視聴履歴情報に基づい
て、それぞれの推薦方式によって推薦された番組の数に対する、視聴された当該番組の割
合を算出する。そして、選択部１４３は、当該割合が最も高い推薦方式を、推薦された番
組が視聴される可能性が相対的に高い推薦方式として特定し、当該推薦方式を選択する。
　このようにすることで、番組推薦装置１は、複数の推薦方式のうち、最も効果的な推薦
方式に基づいて番組を推薦することができる。
【００３２】
　また、選択部１４３は、放送される番組の変化に基づいて推薦方式を選択してもよい。
例えば、放送される番組は、季節の変わり目や、年の変わり目等の番組の改編期で変化す
ることがある。これに対して、選択部１４３は、記憶部１３に記憶されている電子番組表
を参照し、定期的に放送されている番組（例えば、毎週の所定曜日に放送されている番組
や、毎週の平日に放送されている番組）のタイトルが他のタイトルに変化したか否かを判
定することにより、番組の改編期であるか否かを判定する。そして、選択部１４３は、番
組の改編期であると判定した場合に、第２方式を選択し、改編期ではないと判定した場合
に、第３方式を選択する。
【００３３】
　このようにすることで、番組推薦装置１は、番組改編期において、視聴履歴情報に基づ
いてユーザが過去に視聴した番組に類似する番組を推薦する第２方式を選択することによ
り、新たに放送される番組のうち、ユーザが過去に視聴していた番組と類似する番組を推
薦番組として提示することができる。
【００３４】
　また、番組推薦装置１は、番組改編期ではない時期において、異なる番組推薦装置１を
使用する複数のユーザの類似性に基づいて番組を推薦する第３方式を選択することにより
、ユーザに対して、当該ユーザと類似する他のユーザが視聴している番組を推薦番組とし
て提示することができる。これにより、定期的に同じ番組が放送されている場合に、ユー
ザのこれまでの視聴傾向に基づかない新たな番組を当該ユーザに提示することができる。
【００３５】
　推薦部１４４は、ユーザが番組推薦装置１の電源をオンにするか、入力部１１によりメ
ニュー画面の表示操作を行ったことに応じて、選択部１４３が選択した推薦方式に基づい
て、番組を推薦する。
【００３６】
　推薦部１４４は、選択部１４３により第１方式が選択されている場合、入力部１１によ
りメニュー画面の表示操作が行われたことに応じて、第１方式に対応して推薦番組を示す
推薦番組情報を配信する第１配信装置（不図示）に、推薦番組情報の取得要求を送信する
。第１配信装置は、番組の提供側によって選択され、番組推薦装置１のユーザに推薦する
推薦番組を示す推薦番組情報を記憶している。第１配信装置は、推薦番組情報の取得要求
を番組推薦装置１から受信したことに応じて、推薦番組情報を番組推薦装置１に送信する
。
【００３７】
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　番組推薦装置１は、第１配信装置から推薦番組情報を受信すると、当該推薦番組情報に
含まれる推薦番組を示す情報（例えば、番組紹介情報）を含むメニュー画面をディスプレ
イ２に表示させる。図４は、ディスプレイ２に表示されるメニュー画面の例を示す図であ
る。図４に示す例では、推薦番組Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤのサムネイル画像が表示されているこ
とが確認できる。
【００３８】
　なお、第１配信装置は、番組を提供する側から、ユーザに推薦する推薦番組として、複
数のジャンルのそれぞれにおいて視聴率が高い等の人気の高い番組を受け付け、推薦番組
と、ジャンルとを関連付けて記憶していてもよい。この場合において、第１配信装置は、
番組推薦装置１を介して、ユーザから予めユーザが興味を持っているジャンルを受け付け
てもよい。
【００３９】
　そして、第１配信装置は、番組推薦装置１から推薦番組情報の取得要求を受け付けたこ
とに応じて、当該番組推薦装置１のユーザから予め受け付けたジャンルに対応する番組を
推薦番組として選択し、当該推薦番組を示す推薦番組情報を番組推薦装置１に送信しても
よい。また、第１配信装置は、番組を提供する側から推薦番組を受け付けずに、平均視聴
率が高い番組や、ＳＮＳ（Social Networking Service）において話題性が高い番組や、
キュレーションサービスにおいて提示されている番組を特定し、当該番組を推薦番組とし
て選択してもよい。
【００４０】
　推薦部１４４は、選択部１４３により第２方式が選択されている場合、視聴履歴情報に
基づいて、ユーザが過去に視聴した番組が属するジャンルを特定する。具体的には、推薦
部１４４は、視聴履歴情報に基づいて、ユーザの番組の視聴度合いを、曜日、時間帯、及
び番組が属するジャンルごとに特定し、当該視聴度合いに基づいて、曜日及び時間帯ごと
の推薦対象のジャンルを特定する。
【００４１】
　そして、推薦部１４４は、入力部１１によりメニュー画面の表示操作が行われたことに
応じて、記憶部１３に記憶されている電子番組表を参照して、現在時刻が属する曜日及び
時間帯に対して特定されたジャンルに対応する番組を推薦番組として特定する。番組推薦
装置１は、特定した推薦番組を示す情報を含むメニュー画面をディスプレイ２に表示させ
る。
【００４２】
　なお、推薦部１４４は、第２方式が選択されている場合、電子番組表に基づいて、推薦
番組を特定したがこれに限らない。例えば、番組のジャンルや番組の内容等のメタ情報を
管理し、ジャンルを受け付けたことに応じて、当該ジャンルに対応する推薦番組を示す推
薦番組情報を送信する第２配信装置（不図示）が設けられていてもよい。そして、推薦部
１４４は、特定したジャンルを示す情報を第２配信装置に送信し、当該第２配信装置から
、特定したジャンルに対応する推薦番組を示す推薦番組情報を受信することにより、当該
ジャンルに対応する推薦番組を特定してもよい。
【００４３】
　また、推薦部１４４は、第２方式が選択されている場合、電子番組表を参照して、現在
時刻が属する曜日及び時間帯に対して特定されたジャンルに対応する番組を推薦番組とし
て特定したが、これに限らない。例えば、推薦部１４４は、第２方式が選択されている場
合、視聴履歴情報に基づいてユーザが視聴した番組を特定し、電子番組表に含まれる番組
の内容を説明する説明情報から、当該番組に対応するキーワードを抽出してもよい。キー
ワードは、スポーツチーム、著名人、地名等である。そして、推薦部１４４は、電子番組
表において、当該キーワードに対応する番組のうち、ユーザが視聴していない番組を推薦
番組に特定してもよい。
【００４４】
　推薦部１４４は、選択部１４３により第３方式が選択されている場合、番組推薦装置１
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のユーザによって予め入力され、記憶部１３に記憶されているユーザのプロフィール情報
と、番組推薦装置１を識別する装置ＩＤとを、第３方式に対応して推薦番組を示す推薦番
組情報を配信する第３配信装置（不図示）に送信する。ここで、ユーザのプロフィール情
報には、例えば、ユーザの年齢、家族構成、及びユーザが興味を示しているジャンル等を
示す情報が含まれている。また、推薦部１４４は、第３方式が選択されている場合、記憶
部１３に記憶されている視聴履歴情報と、装置ＩＤとを第３配信装置に定期的に送信する
。
【００４５】
　第３配信装置は、複数の番組推薦装置１のそれぞれから受信した装置ＩＤと、ユーザの
プロフィール情報と、視聴履歴情報とを関連付けて記憶している。
　推薦部１４４は、第３方式が選択されている場合、入力部１１によりメニュー画面の表
示操作が行われたことに応じて、番組推薦装置１を識別する装置ＩＤと、推薦番組情報の
取得要求とを第３配信装置に送信する。
【００４６】
　第３配信装置は、装置ＩＤと、推薦番組情報の取得要求とを受信すると、当該装置ＩＤ
に関連付けられているユーザのプロフィール情報を特定し、当該プロフィール情報が示す
プロフィールと類似するプロフィールを有する他の複数のユーザを特定する。第３配信装
置は、特定された他の複数のユーザの視聴履歴情報に基づいて、当該他の複数のユーザに
おいて視聴している割合が相対的に高い番組のうち、推薦番組情報の取得要求を送信した
番組推薦装置１のユーザが視聴していない番組を推薦番組として選択する。そして、第３
配信装置は、選択した推薦番組を示す推薦番組情報を、推薦番組情報の取得要求を送信し
た番組推薦装置１に送信する。番組推薦装置１は、第３配信装置から推薦番組情報を受信
すると、当該推薦番組情報に含まれる推薦番組を示す情報を含むメニュー画面をディスプ
レイ２に表示させる。
【００４７】
　なお、第３配信装置は、ユーザとプロフィールが類似する他の複数のユーザの視聴履歴
情報に基づいて推薦番組を特定したが、これに限らない。例えば、第３配信装置は、ユー
ザの視聴履歴情報と類似する他のユーザの視聴履歴情報を特定し、特定した視聴履歴情報
に含まれる番組のうち、ユーザが視聴していない番組を推薦番組として選択してもよい。
この場合において、第３配信装置は、ユーザの視聴履歴情報に基づいて、曜日、時間帯、
番組の放送時間の長さごとに、ユーザの視聴傾向を特定し、曜日、時間帯、番組の放送時
間の長さごとに、視聴傾向が類似する他のユーザを特定してもよい。そして、第３配信装
置は、特定した他のユーザの視聴履歴情報に基づいて、推薦番組を選択してもよい。
【００４８】
　消去部１４５は、記憶部１３に記憶されている視聴履歴情報のうち、現在時刻よりも所
定時間前（例えば、１カ月）に記憶された視聴履歴情報を記憶部１３から消去する。この
ようにすることで、番組推薦装置１は、第２方式により番組を推薦する際に、ユーザが最
近視聴している番組の視聴履歴に基づいて番組を推薦することができる。
【００４９】
［番組推薦装置１における処理の流れ］
　続いて、番組推薦装置１において推薦方式を選択する処理の流れについて説明する。図
５は、番組推薦装置１において推薦方式を選択する処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【００５０】
　まず、特定部１４２は、記憶部１３に記憶されている視聴履歴情報の量が所定量未満で
あるか否かを判定する（Ｓ１）。特定部１４２は、視聴履歴情報の量が所定量未満である
と判定すると、Ｓ２に処理を移し、視聴履歴情報の量が所定量以上であると判定すると、
Ｓ３に処理を移す。
【００５１】
　Ｓ２において、選択部１４３は、推薦方式として第１方式を選択する。選択部１４３は
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　Ｓ３において、選択部１４３は、推薦方式として第２方式を選択する。
【００５２】
　Ｓ４において、特定部１４２は、視聴履歴情報を参照して、第２方式によって推薦され
た推薦番組が視聴されているか否かを判定する。特定部１４２は、推薦番組が視聴されて
いると判定すると、Ｓ４を再実行し、推薦番組が視聴されていないと判定すると、Ｓ５に
処理を移す。
【００５３】
　Ｓ５において、選択部１４３は、推薦方式として第３方式を選択する。
　続いて、選択部１４３は、Ｓ５において第３方式が選択されてから所定時間が経過した
ことに応じて、複数の推薦方式のそれぞれに対応する視聴割合を算出する（Ｓ６）。
　続いて、選択部１４３は、Ｓ６における算出結果に基づいて、視聴割合が最も高い推薦
方式を選択する（Ｓ７）。
【００５４】
　なお、選択部１４３は、Ｓ７において推薦方式が選択された後、推薦方式の選択を繰り
返し行ってもよい。この場合において、特定部１４２は、推薦方式が選択された後、当該
推薦方式によって推薦された推薦番組が視聴されているか否かを判定する。そして、選択
部１４３は、当該推薦方式によって推薦された推薦番組が視聴されていない判定されたこ
とに応じて、他の推薦方式を選択するようにしてもよい。
【００５５】
［本実施形態における効果］
　以上のとおり、本実施形態に係る番組推薦装置１は、ユーザの番組の視聴状況に基づい
て、番組を推薦する複数の推薦方式のいずれかを選択し、選択された推薦方式に基づいて
、番組を推薦する。
　このようにすることで、番組推薦装置１は、ユーザの番組の視聴状況の変化に応じて、
異なる推薦方式に基づいて番組を推薦することができるので、複数の推薦方式として、そ
れぞれ異なる番組を推薦可能な方式を採用することにより、ユーザに提示する推薦番組の
バリエーションを増加させることができる。
【００５６】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
可能であることが当業者に明らかである。例えば、上述の実施形態では、番組推薦装置１
は、第２方式において、曜日、時間帯、及びジャンルごとに視聴度合いを特定し、曜日、
時間帯ごとに推薦対象のジャンルを特定し、当該ジャンルに属する番組を推薦したが、こ
れに限らない。例えば、番組推薦装置１は、曜日、時間帯、及びチャンネルごとに視聴度
合いを特定し、曜日、時間帯ごとに推薦対象のチャンネルを特定し、当該チャンネルで放
送されている番組を推薦してもよい。
【００５７】
　また、特に、装置の分散・統合の具体的な実施形態は以上に図示するものに限られず、
その全部又は一部について、種々の付加等に応じて、又は、機能負荷に応じて、任意の単
位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、上述の実施形態
では、推薦番組情報を配信する配信装置は、複数の推薦方式のそれぞれで異なるものとし
て説明したが、これに限らず、一の配信装置が、複数の推薦方式のそれぞれに対応して推
薦番組情報を配信してもよい。
【符号の説明】
【００５８】
１・・・番組推薦装置、１１・・・入力部、１２・・・通信部、１３・・・記憶部、１４
・・・制御部、１４１・・・記憶制御部、１４２・・・特定部、１４３・・・選択部、１
４４・・・推薦部、１４５・・・消去部、２・・・ディスプレイ
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